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   第５章 評価 

○国立大学法人福島大学評価規則 

 

制定 平成２２年３月１５日 

改正 平成 24 年 3 月 13 日 平成 25 年 9 月 3 日 平成 28 年 3 月 22 日 

 
（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人福島大学（以下「本法人」という。）が設置する福島

大学（以下「本学」という。）の教育、研究、社会貢献及び国際交流活動並びに本法人

の組織及び運営その他本学運営全般に対する自己点検・評価、外部評価、認証評価、法

人評価（以下「大学評価」と総称する。）に関し必要な事項を定める。 

（目的） 

第２条 大学評価は、本学の教育、研究、社会貢献及び国際交流活動等の質的向上を図り、

本学運営全般の改善・改革に資するとともに、本法人の諸活動を活力豊かに発展させ、

もって本法人の使命、理念及び目標・計画を達成し、社会からの負託に不断に応えるこ

とを目的とする。 

（定義） 

第３条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 目標・計画 本法人の中期目標、中期計画及び年度計画をいう。 

二 自己点検・評価 学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）第１

０９条第１項の規定に基づき、本学が自ら行う点検及び評価をいう。 

三 外部評価 本学が主体となって点検評価の一環として行う学外者による評価をいう。 

四 認証評価 法第１０９条第２項の規定に基づき、文部科学大臣の認証を受けた機関

（以下「認証評価機関」という。）が行う評価をいう｡ 

五 法人評価 国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第３５条により準用する独

立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３２条第１項及び第３４条第１項

の規定に基づき、国立大学法人評価委員会が行う評価をいう。 

六 部局 福島大学学則第２条第２項及び第４項に規定する各学類、第４条に規定する附

属図書館、第４条の２に規定する各センター、第４条の３に規定する研究所、第５条

に規定する各附属学校園、第６条に規定する事務局及び福島大学大学院学則第３条に

規定する各研究科をいう｡ 

七 全学委員会 本学に置く全学的な委員会をいう｡ 

八 役員会等 国立大学法人福島大学役員会、国立大学法人福島大学経営協議会、国立大

学法人福島大学教育研究評議会並びに学類教員会議及びこれに相当する組織をいう。 

 （実施体制） 

第４条 第２条に定める目的を達成するための企画、立案及び実施に関する統括は、自己

評価委員会が行う。 

 （部局の自己点検・評価組織） 

第５条 部局に、その責任のもとに当該部局の自己点検・評価を実施する組織（以下「部

局組織」という。）を置くことができる。 
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２ 部局組織に関し必要な事項は、当該部局の長が別に定める。 

 （他の全学委員会との連携） 

第６条 自己評価委員会は、必要に応じ、他の全学委員会に対して大学評価に関する自己

評価委員会の業務の一部を委託するとともに、情報提供及び協力を求めることができる。 

 （自己点検・評価） 

第７条 自己点検・評価は、本法人及び本学全体を対象として定めた自己点検・評価項目

並びに部局で定めた自己点検・評価項目のそれぞれについて実施する。 

２ 本法人及び本学全体を対象とした自己点検・評価は、認証評価機関が定めた大学評価

基準及び本法人の目標・計画を達成するために必要とする点検・評価項目を常に検討の

上設定し、これに則した自己点検・評価を計画的に実施する。 

３ 部局を対象とした自己点検・評価は、部局の所掌する業務について点検・評価項目を

設定し、部局において責任をもって行う。 

（外部評価） 

第８条 前条の方法により実施した点検・評価の結果について、必要に応じ、外部評価を

実施し検証を行う。 

 （認証評価） 

第９条 認証評価は、７年以内に１度受ける。 

２ 認証評価は、学校教育法その他認証評価機関が定める実施方針等に従い実施する。 

（法人評価） 

第１０条 法人評価は、国立大学法人法等関係法令の定めるところにより本法人の業務に

ついて実施する。 

 （評価結果の報告及び公表） 

第１１条 自己評価委員会及び部局の長は、大学評価の結果を役員会等に報告するととも

に刊行物その他広く周知を図ることができる方法によって学内外に公表する。 

 （評価結果に基づく改善） 

第１２条 学長は、大学評価の結果に基づき、改善が必要と認めた事項について、担当副

学長及び当該部局の長（以下「担当副学長等」という。）に改善を指示する。 

２ 担当副学長等は、前項の指示を受けたときは、改善案を作成し学長に提出する。 

３ 学長は、前項の改善案に基づき改善策を決定し、担当副学長等に改善の実施を要請す

る。 

４ 担当副学長等は、前項の改善策に基づき改善を実施し、その結果を学長に報告する。 

 （監事への報告） 

第１３条 学長は、大学評価の結果及び改善策の実施結果を監事に報告する。 

 （次期目標・計画への反映） 

第１４条 学長は、大学評価の結果及び改善策の実施結果を次期目標・計画に反映させる。 

（雑則） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、大学評価に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 
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 この規則は、平成２５年９月３日から施行し、平成２５年７月１日から適用する。 

附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


